
 

10－6 法人の事業の規模等－宗教法人 

（令和  年  月  日現在） 

 

包括 

 

法人 

所在地 
 

 
  包括法人か 

らみた寄附 

を 受 け た 

法人の地位 

 

名 称 
 

 
  

 

信 者 の 数 
名 

 
宗教事業の開始年月 年     月 

庫
裏
等
に
居
住
す
る
人
の
状
況 

氏  名 年齢 職  業 住職等との関係 氏  名 年齢 職  業 住職等との関係 

 
歳 

 
   

歳 

 
  

       
 

        

幼稚園の設 

置 の 有 無 
有 ・ 無 

 

 左において「有」に○を表示した場合    第 11表の(1)欄及び(3)欄に記入します。 

国宝、重要文化財又 

は重要美術品の有無 
有 ・ 無 

 

 左において「有」に○を表示した場合 
下の 10-7の表の「国宝、重要文化財又は重要 

美術品のうち主なもの」欄に記入します。 

10－7 法人の事業の規模等－美術館等を設置運営する法人 
 

（令和  年  月  日現在） 

館長・学芸員の氏名 博物館法の登録に関する事項 美術品の公開に関する事項 

館
長 

 

博物館法第 11条 

の登録の有無 
有 ・ 無 1 年間の開館（予定）日数 

開館       日 
  ・ 
予定     

登録「有」

の 場 合 

登録年月日   ・  ・ 1年間の入館者（予定者）数 
入館者      名 
  ・ 
予定者 

学
芸
員 

 

登 録 番 号  大 人 

１人当たりの 

入 館 料 金 

一般展 円 

 

登録「無」

の 場 合 

申 請 中 
(申請年月日) 

 
  ・  ・ 

特別展 円 

 
    寄附後３年間における寄附財産の展示 

計画の説明書を添付します。 
申請していない。 

所有する 

美術品等 

の 状 況 

種  類 日 本 画 洋  画 陶 磁 器      合 計 

数  量 
( )内は通常展示 

しているもの 

(   )点 

 

(   )点 

 

(   )点 

 

(   )点 

 

(   )点 

 

(   )点 

 

(   )点 

 

(   )点 

 

(   )点 

 
上記のうち、国宝、 

重 要 文 化 財 及 び 

重 要 美 術 品 の 数 

点 

 

点 

 

点 

 

点 

 

点 

 

点 

 

点 

 

点 

 

点 

 

国宝、重 

 

要文化財 

 

又は重要 

 

美術品の 

 

う ち 主 

 

な も の 

国      宝 重 要 文 化 財 重 要 美 術 品 

名   称 指定年月日 名   称 指定年月日 名   称 認定年月日 

 

 
 ・  ・  ・  ・  ・  ・ 

 

 
 ・  ・  ・  ・  ・  ・ 

 

 
 ・  ・  ・  ・  ・  ・ 

 

 
 ・  ・  ・  ・  ・  ・ 

 

 
 ・  ・  ・  ・  ・  ・ 

(資 13－1－18－Ａ４統一)（令 5.6） 

(注) 
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表 
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〔第 15表の記載要領等〕 

 

《使用区分》 

この表は、宗教法人又は美術館等（美術館や博物館など）を設置運営する法人に寄附をした場合

に使用します。 

 

《記載要領》 

この表は、申請書を提出する日の直前の状況により記載してください。 

（注） 既存の書類等でこの表に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この表の適宜

の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この表と既存の書類等を提出しても差し支えありま

せん。 

 

《添付書類》 

寄附を受けた法人が美術館等を設置運営する法人である場合は、次の１から３までの書類 

１ 美術館等を設置運営する法人がその設置する美術館等について博物館法第11条の登録を受けて

いる場合には、登録通知書の写し（申請中の場合は、その登録申請関係書類の写し等） 

２ 美術館等のパンフレット及び入館券（表面に「見本」と朱書したもの）（注１） 

３ 寄附後３年間における事業計画書及び展示計画書（注２） 

（注）１ 法人のホームページに掲載されている場合には、申請書の余白部分等にその旨記載して

いただければ、書面での提出を省略していただいても差し支えありません。 

   ２ 申請書第３表の添付書類と同じ書類ですので、重複して提出していただく必要はありま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 


